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１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 件名 

障害者グループホーム支援関連事業委託 

(2) 履行場所 

健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 

(3) 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

(4) 業務概要 

市内の指定共同生活援助事業者に対し、安定的な運営と支援の質の向上を図るため、電

話相談、訪問相談、研修会等の手段を用いて、経営の改善、利用者の支援におけるノウハ

ウ等のコンサルテーションを実施する等の支援を行う。 

 

２ 一般競争入札参加資格 

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなければなりません。 

(1) 川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停止期間

中でないこと。 

(2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

(3) 入札期日において、令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「その他業務」

種目「介護，保育，福祉の業務サービス」で登録されている者であること。 

(4) 過去５年間で３件以上、本市又は他公官庁において、障害者グループホームを対象とす

る本業務と同等の業務の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行していること。 

 

３ 一般競争入札参加申込書等の配布及び提出 

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書、２(4)の契約実績を

証する書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を提出してください。 

(1) 配布・提出場所及び問い合わせ先 

〒２１０－８５７７ 

川崎市川崎区宮本町１番地  

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課給付担当 

   電話番号    ０４４－２００－０８７３ 

   E-mail 40syogai@city.kawasaki.jp 

（ただし、本メールアドレスによる問い合わせ等を行う場合は、メールの着信の確認を電

話にて行ってください。） 

(2) 配布・提出期間 

令和８年２月１２日（木）から令和８年２月１８日（水）までの（土曜日、日曜日、祝日

は除きます。）午前９時から午後５時までとします。（正午から午後１時の間は除きます。）



なお、一般競争入札参加申込書については、川崎市のホームページにおいてダウンロードで

きます。 

本市ホームページURL https:// www.city.kawasaki.jp/350/page/0000184318.html 

(3) 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込書 

イ 過去５年間で３件以上、本市又は他公官庁において、障害者グループホームを対象と

する本業務と同等の業務の契約を締結していることを証明する書類 

 (4) 提出方法 

持参とします。 

 

４ 入札説明書の縦覧 

入札説明書は、３(1)の場所において令和８年２月１２日（木）から令和８年２月１８日（水）

まで縦覧に供します（土・日及び休日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時まで）。 

 

５ 競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様書の交付 

 (1) 競争入札参加資格確認通知書の交付 

一般競争入札参加申込書を提出した者には､次により競争入札参加資格確認通知書を交付

します。 

    ア 交付場所 

    健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 

    イ 交付日時 

令和８年２月１９日（木）午前９時から午後５時まで（正午から午後１時の間は除きま

す。） 

ただし、令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのア

ドレスを登録している場合は、令和８年２月１９日（木）までに入札参加資格確認通知書

及び入札説明書を電子メールにより送付します。 

 (2) 入札説明書の交付 

     競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、

無償で入札説明書を交付します。 

    ア 交付場所  

３(1)に同じ 

    イ 交付日時  

    ５(1)イに同じ 

 

６ 仕様に関する問い合わせ先等 

 (1) 問い合わせ先 



    ３(1)に同じ 

(2) 質問受付期間 

令和８年２月２０日（金）午前９時から令和８年２月２５日（水）午後４時まで 

(3) 質問書の様式 

入札参加資格確認通知書と共に送付する「質問書」の様式により提出してください。 

(4) 質問受付方法 

電子メールに限ります。 

電子メール 40syogai@city.kawasaki.jp 

(5) 回答方法 

令和８年３月３日（火）までに、電子メールにて、競争入札参加者全員に送付します。 

 

７ 一般競争入札参加資格の喪失 

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格を喪失します。 

(1) 開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。 

(2) 一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等について、虚偽の記載をしたとき。 

 

８ 入札手続等 

(1) 入札方法 持参 

(2) 入札・開札の日時及び場所 

ア 入札日時 

  令和８年３月５日（木）午前１１時００分 

イ 入札場所 

川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所本庁舎１２階１２０１会議室 

(3) 入札保証金 

免除 

 (4) 落札者の決定方法 

川崎市契約規則第１４条の規定に基づいて作成した予定価格の範囲内で最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行う

ことがあります。 

(5) 入札の無効 

     入札に参加する資格のない者が行った入札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定め

る入札は、これを無効とします。 

 

９ 契約の手続き等 

次により、契約を締結します。 

(1) 契約保証金は次のとおりとします。 

契約金額の１０％とします。 



ただし、川崎市契約規則第３３条各号に該当する場合は、免除します。 

 (2) 契約書作成の要否 

契約書を作成することを要します。 

 (3) 契約条項等の閲覧 

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入札情報

かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲

覧することができます。 

 

10 その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2) 当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和８

年３月頃）を要します。 

 (2) 関連情報を入手するための窓口  

３(1)に同じ 

 

11 添付資料 

（1） 仕様書 

（2） 一般競争入札参加申込書 

（3） 質問書 



障害者グループホーム支援関連事業委託仕様書 

 

１ 事業目的 

 

グループホームの安定的な運営と支援の質の向上を図るため、必要な情報提供や

助言を行い、川崎市所管域の指定共同生活支援事業者（以下、「市内グループホー

ム」という）を対象に、運営上の困りごとや支援困難な利用者の支援ノウハウ等の

コンサルテーションを実施する等の支援を行う。 

 

２ 事業内容 

 

（１）本事業に係るホームページを作成すること。 

 

（２）下記のとおり市内グループホームの運営支援を行うこと。 

ア 相談窓口の開設 

電話・メール等による市内グループホーム職員向けの相談窓口を開設する。

必要に応じて電話・メール等により情報提供を行うこと（現地での支援が必要

と認められる場合や相談者が希望する場合は、本項イに規定する訪問を行う等

により対応する）。 

また、ホームページにおいても、市内グループホーム職員の相談を受け付け

られるようにすること。 

［相談時間：平日 概ね9 時～17時 （昼休みあり）］ 

相談は、グループホームの運営全般に係る内容について応じること。 

【対応すべき相談の例】 

業務の基本事項、記録の整備、労務管理、オンライン対応、権利擁護、処遇改

善加算関係、金銭管理、メンタルケア、ＢＣＰの活用、感染症対策、職員(管理

者)研修、契約書・規程・規則の見直し、支援能力の向上、防災関係、意思決定

支援、支援目標の共有化、建築基準、人材確保、高齢化への対応、ハラスメン

ト対策、消防関係、ホーム間の連携について、など。 

 

イ 市内グループホームへの訪問・研修会の開催等 

（ア）実施内容 

市内グループホームの希望に応じ又は市の推薦等に基づいて市内グループホ

ームへ訪問を行う。実際の訪問を基本とするが、市内グループホームの希望が

あった場合に、委託者に承認を求め、その承認があった場合にのみオンライン

による対応も可能とする。 

また、市内グループホームの状況又は希望内容に応じ、個別の案件について

の相談に対する問題解決や、職員に対する知識向上のためのノウハウの伝達等

を行うための研修会を開催し、運営を支援すること。 



訪問者や研修会講師については、相談内容に応じた専門知識を有した者を配

置すること。相談内容に対して、受託者に所属する職員にその専門知識を有す

る者がいない場合、他の法人等に所属し又は個人で活動する者を派遣して対応

すること（原則的に、相談内容に対して、受託者に所属する職員にその専門知

識を有する者がいないことをもって相談を断ってはならない）。 

なお、当該派遣等に係る報償費は委託料から適切に支出するとともに、契約

書及び個人情報の取り扱いに関する情報セキュリティ特記事項の規定に基づき

秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を遵守させること。また、当該

派遣者の氏名、専門性及び訪問先その他必要な事項を川崎市に報告すること。 

 

（イ）訪問・研修の実施回数 

訪問・研修は契約期間を通じて20件以上実施すること。 

  

訪問・研修の件数及び内容については、４半期ごとに委託者に報告するこ

と。 

委託者が契約期間を通じて訪問・研修の件数が20件に達することが困難と判

断した場合、委託者の指示に基づき、相談件数の増加を促すために市内グルー

プホームに働きかけを行うなど、契約期間を通じて訪問・研修件数が40件に達

するように努めること。 

 

 （３）事後アンケート・満足度調査 

    ホームページにおいて、２ア・イに規定する相談、訪問及び研修会等につい

て事後アンケート、市内グループホームが回答できるようにすること。 

    また、ホームページにおいて、２ア・イに規定する相談、訪問及び研修会等

について満足度調査を作成し、市内グループホームが回答できるようにするこ

と。 

 

（４）事例紹介の作成と周知 

契約期間を通じて実施した「２ア・イに規定する相談、訪問及び研修会等」

について、ホームページを通じて、市内グループホームに対して、事例紹介と

して周知すること。 

 

（５）実績報告 

契約期間を通じて実施した（１）～（４）について委託者に実績報告を行う

こと。 

 

３ 留意事項 

（１）相談窓口等の利用料、訪問等に係る市内グループホーム事業者等の負担は無

料とする （通信・交通費等を除く。） 。 



（２）運営支援の対象とする市内グループホームは、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行

う事業者として、同法に基づき川崎市長が指定した者の運営する住居とす

る。 

（３）事業開始に当たっては、予め実施計画書を提出し、川崎市の承認を得るもの

とする。 

（４）事業完了後は速やかに実績報告書を提出する。
 



一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 

 

 

                             令和  年  月  日 

（あて先） 

  川 崎 市 長 

 

                  業者コード（       ） 

                  住    所  

                  商号又は名称  

                  代表者職氏名                印 

 

 

令和８年２月１２日付けで公告された次の一般競争入札に参加を申し込みます。 

 

 

１ 件   名  障害者グループホーム支援関連事業委託 

 

２ 履 行 場 所  健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 

 

３ 業種・種目  その他業務・介護，保育，福祉の業務サービス 

 

４ 提出書類 

過去５年間で３件以上、本市又は他公官庁において、障害者グループホームを対象

とする本業務と同等の業務の契約を締結していることを証明する書類。 

 

 

 

 

 

受付証明が必要な場合は、本書を複写して、もう一部お持ちください。 



（あて先）

川　崎　市　長
住　所

会社名

代表者職氏名

質問締切：令和8年2月25日（水）午後４時まで

障害者グループホーム支援関連事業委託

令和　　年　　月　　日

質　問　書

質　　　　　問　　　　　事　　　　　項


